
特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規

定により、次のとおり特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があった。

平成23年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

新・宮崎情報ハイウェイ２１構築事業に係る提案を次のとおり募集

する。

平成23年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 企画提案競技に付する事項

茨 業務名 新・宮崎情報ハイウェイ21構築事業

芋 契約期間 契約締結の日から平成24年３月28日まで

鰯 業務の特質等 新・宮崎情報ハイウェイ21基本仕様書（以下

「仕様書」という。）による。

２ 企画提案競技に参加する者に必要な資格

茨 企画提案競技に参加できるのは、次のアからエまでの要件を

すべて満たす者とする。

ア 平成23年宮崎県告示第 154号に規定する資格を有する者で

、物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基

準等に関する要綱（昭和46年宮崎県告示第93号）に基づき競

争入札参加資格者名簿に登載された者のうち、サービス（役

務の提供）に関する業種の者

イ 電気通信事業法（昭和59年法律第86号）に規定する電気通

信事業者であり、かつ、建設業法（昭和24年法律第 100号）

に規定する建設業（電気通信工事）の許可を受けている者

ウ 営業に関し法令上必要とする許可又は登録を受けている者

エ この公告の日から企画提案競技終了の日までの間に宮崎県

から指名停止の措置を受けていない者

芋 参加は、共同企業体も可とする。この場合の要件は以下のと

おりとする。

ア 共同企業体を構成するすべての事業者が、茨ア、ウ及びエ

の要件を満たすこと。

イ 共同企業体を構成する事業者のいずれかが、茨イの要件を

満たすこと。

ウ 共同企業体を構成する事業者が単独又は別の共同企業体の

構成員として、参加することはできない。

３ 契約条項を示す場所及び期間

茨 場所 宮崎県県民政策部情報政策課行政情報化推進担当

芋 期間 平成23年６月27日から平成23年７月８日まで（土曜日

及び日曜日を除く。午前９時から午後５時まで）

４ 企画提案競技実施要領及び仕様書の交付場所及び交付期間

茨 場所 宮崎県県民政策部情報政策課行政情報化推進担当

芋 期間 平成23年６月27日から平成23年７月８日まで（土曜日

及び日曜日を除く。午前９時から午後５時まで）

５ 説明会の開催

茨 開催場所 宮崎県庁附属棟 302号室 宮崎市橘通東２丁目10

番１号

芋 開催日時 平成23年６月30日午後１時

６ 参加資格審査申請書の提出場所、提出期限及び提出方法

茨 提出場所 宮崎県県民政策部情報政策課行政情報化推進担当

芋 提出期限 平成23年７月８日午後５時

鰯 提出方法 持参又は送付（送付にあっては、書留郵便又はそ

れと同等の手段により提出すること。）

允 その他 上記提出期限を経過しても企画提案書の提出期限ま

では参加資格審査に係る書類を随時受け付けるが、この場合に

は参加資格審査が企画提案審査手続に間に合わないことがある
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。なお、参加者は、当該書類について説明を求められたときは

、これに応じなければならない。

７ 企画提案書の提出場所、提出期限及び提出方法

茨 提出場所 宮崎県県民政策部情報政策課行政情報化推進担当

芋 提出期限 平成23年７月22日正午

鰯 提出方法 持参又は送付（送付にあっては、書留郵便又はそ

れと同等の手段により提出すること。）

８ 委託予定事業者の選定方法

資格審査の上、別に設置する選定委員会において、企画提案書

等の書類及びプレゼンテーションをもとに提案の審査を行い、委

託予定事業者を選定するものとする。

９ 企画提案競技に関する事務を担当する部局等

宮崎県県民政策部情報政策課行政情報化推進担当 宮崎市橘通

東２丁目10番１号 郵便番号 880−8501 電話番号0985（26）

7046

10 企画提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

11 その他

茨 この企画提案競技による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に

基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において、宮崎県政府調達苦

情検討委員会は、調達手続の停止等を要請する場合がある。こ

の場合、調達手続の停止等があり得る。

鰯 企画提案書の作成、提出等にかかる費用は、企画提案競技参

加者の負担とする。

允 その他この企画提案競技に関する詳細は、企画提案競技実施

要領による。

12 Summary

茨 Natureandquantityoftheservicerequired：Miyazaki

InformationHighway21ConstructionProject

芋 Deadlineforthesubmissionofproposals：12：00p.m.

onJuly22,2011

鰯 Contactpointforthenotice：InformationAdministra-

tionDivision,PrefecturalPolicyDepartment,Miyazaki

PrefecturalGovernment,２-10-1Tachibana-doriHigashi,

MiyazakiCity,880-8501Japan.TEL：0985-26-7046

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、高岡町土地改良区（宮崎市）の役員の就任について次のとおり届

出があった。

平成23年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

（任期：平成24年３月31日まで）

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第96条の２第５項において

準用する同法第８条第１項の規定により、宮崎市が行う土地改良事

業（大雀地区、ため池等整備事業）の施行協議を適当と決定した。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成23年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 縦覧に供する書類

決定に係る土地改良事業計画書写し

２ 縦覧期間

平成23年６月27日から平成23年７月26日まで

３ 縦覧場所

宮崎市役所農村整備課内

住 所氏 名役名

宮崎市高岡町花見3950番地福 永 悟理 事

宮崎市高岡町花見1126番地鵜 木 栄 次理 事
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